
放 置 自 転 車やめよう

持参する物
▽撤去に要した費用

（3，000円）

▽自転車の鍵

▽健康保険証など住
所と氏名を確認で
きる物

撤去後、所有者が判明した自転車については、ハガキで通知します（通知が届くまで1～2週間程度かか
ります）。撤去した自転車は2カ月間保管し、引き取りのない自転車は処分します。

電話番号・受付時間
年中無休

（年末年始を除く）
午前9時～午後7時

月～土曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前9時～午後6時

3651‐4966
（午後7時以降は
5856‐4665）

5699‐1986

3693‐4154

5668‐0241

自転車保管所
新小岩保管所

（新小岩1‐5先）

高砂保管所
（高砂7‐7‐8）

四つ木保管所
（東四つ木3‐23先）

新柴又保管所
（柴又5‐29‐15）

放置自転車整理区域

新小岩駅周辺

金町・亀有駅周辺

青砥・お花茶屋・堀切
菖蒲園・京成立石・四
ツ木・綾瀬駅周辺
京成高砂・柴又・
新柴又駅周辺

お 

知 

ら 

せ

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
）第
3
期
の

納
期
限
は
10
月
31
日
㈪

で
す

平
成
28
年
分
年
末
調
整

な
ど
の
説
明
会

子
ど
も
用
品
限
定

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

出
店
者
募
集

古
本
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
お
譲
り
く
だ
さ
い

平
成
29
年
度
「
資
源
と

ご
み
の
収
集
カ
レ
ン
ダ

ー
」
に
掲
載
す
る
広
告

を
募
集
し
ま
す

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま

せ
ん
か

介
護
の
仕
事

区
立
保
育
園
臨
時
職
員

の
登
録
を
受
け
付
け
て

い
ま
す

自転車は便利な乗り物ですが、路上に放置されると点字ブロックを隠したり、
車いすの通行に支障を来したりするなど、大変迷惑な物になります。
安全・安心なまちをつくるために、一人一人が思いやりを持って、自転車を放置
しないようご協力をお願いします。 【担当課】 道路管理課 �5654‐8386

そこに置かないで！放置自転車は撤去します！
区では、駅周辺を放置自転車整理（禁止）区域に指定しています。路上に自転
車を置き、その場を離れれば放置となります。
区内の駅周辺には自転車駐車場（有料）と自転車置場（無料）があり、約2万9，000
台を収容できます。詳しくは、区ホームページ（トップ→くらしのガイド→ま
ちづくり→駐輪）をご覧ください。また、買い物などの際は、店舗の駐輪スペ
ースや短時間無料の民間駐輪場などもご利用ください。
整理区域内の放置自転車には警告札を貼り、1時間以上経過した場合は強制
的に撤去します（チェーンで施錠している場合は切断）。撤去した自転車は下表
の自転車保管所に移送します。

盗まれた自転車が放置自転車になります！
盗まれた自転車でも、盗難届を提出する前に乗り捨て
られ撤去された場合は、撤去に要した費用3，000円が掛
かります。自転車には必ず鍵を掛け、盗まれないように
しましょう。また、盗難に遭ったらすぐに警察へ届け出
ましょう。

放置自転車追放・盗難防止キャンペーン
地域の自治会・商店街・市民団体の皆さんと協力して、
自転車利用者のマナー向上キャンペーンを行います。
新小岩駅 10月25日㈫午前10時から
亀 有 駅 10月27日㈭午前10時から
金 町 駅 10月31日㈪午前10時から

自転車置場・駐車場が変わります
▲

環七青砥橋下自転車置場（青戸2‐12‐15）と新小岩西
自転車置場（新小岩1‐5‐6先）を、有料の定期専用
自転車駐車場にします。▲

東京都による連続立体交差事業の進捗に伴い、立石北
第一自転車駐車場（立石7‐1‐15）の一部と立石北第
三自転車駐車場（立石4‐23‐17）を移設します。

詳細は順次、場内掲示や区ホームページなどでお知ら
せします。いずれも平成28年度内に工事を行いますので、
ご理解をお願いします。

金
融
機
関
、
郵
便
局
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
）、
税
務
課
（
区
役

所
3
階
3
2
1
番
）、区
民
事
務

所
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
モ

バ
イ
ル
レ
ジ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
利
用
）、
口
座
振
替
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
を
登
録
さ
れ
て
い

る
方
は
、
特
別
区
民
税
・
都
民

税（
普
通
徴
収
）に
還
付
金
が
発

生
し
た
場
合
、
納
税
義
務
者
本

人
の
口
座
に
限
り
、
登
録
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
（
納
税
準
備

預
金
口
座
を
除
く
）。

【
担
当
課
】

税
務
課

�（
5
6
5
4
）8
2
0
1

【
日
時
・
会
場
】

▽
11
月
7
日
㈪

新
小
岩
北
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
新
小
岩
6‐
21‐

1
）

▽
11
月
8
日
㈫

高
砂
地
区
セ
ン
タ
ー

（
高
砂
3‐

1‐

39
）

▽
11
月
10
日
㈭

金
町
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
金
町
1‐

22‐

1
）

▽
11
月
11
日
㈮

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
5‐

27‐

1
）

い
ず
れ
も
午
後
1
時
30
分
〜

3
時
30
分
（
11
月
11
日
㈮
は
午

前
10
時
〜
正
午
も
あ
り
）。

直
接
会
場
へ
。

【
対
象
】

区
内
事
業
所
で
給
与

事
務
を
担
当
す
る
方

【
そ
の
他
】

必
要
な
帳
票
類
は

会
場
で
お
渡
し
し
ま
す
。
10
月

28
日
㈮
か
ら
、葛
飾
税
務
署（
立

石
8‐

31‐

6
）
、
税
務
課（
区

役
所
3
階
3
2
1
番
）で
も
お
渡

し
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

葛
飾
税
務
署

�（
3
6
9
1
）0
9
4
1

【
担
当
課
】

税
務
課

【
日
時
】

11
月
26
日
㈯

午
前
10
時
〜
午
後
0
時
30
分

【
会
場
】

か
つ
し
か
エ
コ
ラ
イ

フ
プ
ラ
ザ（
立
石
1‐

9‐

1
）

駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
20
歳
以
上
の
方

【
出
店
数
】

20
店

（
1
区
画
1
8
0
㎝
×
90
㎝
）

出
店
場
所
は
後
日
抽
選
で
決

定
し
ま
す
。

【
出
品
物
】

小
学
生
以
下
の
お

子
さ
ん
が
使
用
す
る
新
品
同
様

の
衣
類
・
小
物
・
お
も
ち
ゃ
な

ど
（
電
子
ゲ
ー
ム
類
・
そ
の
場

で
動
作
確
認
の
で
き
な
い
物
・

Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
食
品
・
医
薬
品

・
貴
金
属
・
手
作
り
品
を
除
く
）

【
申
込
方
法
】

往
復
ハ
ガ
キ
に

「
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
11
月

分
）」・
出
品
物
・
住
所
・
氏
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）・
電
話
番
号
を
書

い
て
、
11
月
10
日
㈭（
必
着
）ま

で（
多
数
抽
選
。1
世
帯
1
枚
・

重
複
申
込
無
効
）。電
子
申
請
可
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
リ
サ
イ

ク
ル
清
掃
課

�（
5
6
5
4
）8
2
7
3

回
収
品
は
、
11
月
20
日
㈰
に

東
京
理
科
大
学
葛
飾
キ
ャ
ン
パ

ス（
新
宿
6‐

3‐

1
）で
実
施

さ
れ
る「
理
大
祭
」2
日
目
の
古

本
市
で
、
来
場
者
に
無
償
で
提

供
し
ま
す
。

【
対
象
】

書
籍
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

（
数
量
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

【
回
収
で
き
な
い
物
】

汚
損
・
破
損
の
あ
る
物
、
雑
誌

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
カ
タ
ロ
グ

類
な
ど

詳
し
く
は
リ
サ
イ
ク
ル
清
掃

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
回
収
方
法
】

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お

願
い
し
ま
す
。

▽
持
参
の
場
合

10
月
31
日
㈪
〜
11
月
4
日
㈮

（
11
月
3
日（
木
・
祝
）を
除
く
）

に
、
リ
サ
イ
ク
ル
清
掃
課
（
区

役
所
4
階
4
0
9
番
）
へ
。

▽
郵
送
の
場
合

11
月
11
日
㈮（
必
着
）ま
で（
郵

送
費
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
）。

【
郵
送
先
】

〒
125‐

0051
新
宿
6‐

3‐

1
体

育
館
棟
部
室
2
0
2
東
京
理
科

大
学
葛
飾
地
区
理
大
祭
実
行
委

員
会

【
担
当
課
】

リ
サ
イ
ク
ル
清
掃
課

�（
5
6
5
4
）8
2
7
3

平
成
29
年
3
月
に
区
内
全
世

帯
に
配
布
し
ま
す
。

広
告
掲
載
要
領
な
ど
、
詳
し

く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
カ
レ
ン
ダ
ー
の
概
要
】

▽
Ａ
4
版
／
カ
ラ
ー
印
刷

▽
平
成
29
年
4
月
〜
30
年
3
月

【
広
告
の
大
き
さ
】

縦
2
・
5
㎝
×
横
18
㎝

【
広
告
料
】

1
枠
5
万
円

（
2
カ
月
分
で
1
枠
の
広
告
）

版
下
は
広
告
主
が
作
成
し
て

く
だ
さ
い
。

【
募
集
枠
数
】

6
枠
（
先
着
順

で
審
査
の
上
、
決
定
し
ま
す
）

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書

に
広
告
案
を
添
え
、
10
月
27
日

㈭
〜
11
月
17
日
㈭（
必
着
）に
持

参
か
郵
送
。

申
込
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
リ
サ
イ

ク
ル
清
掃
課

（
区
役
所
4
階
4
0
9
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
7
3

家
事
援
助
が
必
要
な
高
齢
者

を
支
援
す
る
た
め
、
介
護
の
仕

事
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
学

ぶ
研
修
を
3
日
間
受
講
し
、
区

内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で

働
く
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】

▽
11
月
21
日
㈪
・
22
日
㈫
・
24

日
㈭

亀
有
地
区
セ
ン
タ
ー

（
亀
有
3‐

26‐

1
リ
リ
オ
館

7
階
）

▽
11
月
28
日
㈪
〜
30
日
㈬

金
町
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
金
町
1‐

22‐

1
）

い
ず
れ
も
午
前
9
時
〜
午
後

5
時
。

【
対
象
】

18
歳
以
上
で
、
区
内

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
へ
の

就
業
を
希
望
ま
た
は
検
討
し
て

い
る
方
各
会
場
20
人

【
そ
の
他
】

協
力
／（
一
社
）葛
飾
区
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
協
働
組
合

【
申
込
方
法
】

10
月
27
日
㈭
午

前
9
時
か
ら
電
話
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

�（
5
6
5
4
）8
5
9
8

【
職
種
／
勤
務
内
容
】

保
育
補
助
／
園
児
の
着
替
え
や

食
事
の
補
助
、
お
む
つ
交
換
な

ど
保
育
全
般
の
補
助
的
業
務

【
対
象
】

資
格
不
問

【
勤
務
日
時
】

月
〜
金
曜
日
の

う
ち
週
3
〜
5
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分（
原
則
、
7
時
間
45
分
勤
務
）

希
望
の
時
間
・
曜
日
が
あ
る

場
合
は
応
相
談
。

【
報
酬
な
ど
】

時
給
9
7
0
円

（
保
育
士
資
格
が
あ
る
場
合
、

時
給
1
0
7
0
円
）

交
通
費
あ
り
。
週
の
勤
務
時

間
が
20
時
間
以
上
の
場
合
は
雇

用
保
険
加
入
。

【
申
込
方
法
】

市
販
の
履
歴
書

を
持
参
か
郵
送
。
郵
送
の
場
合

は
封
筒
に
「
臨
時
職
員
登
録
希

望
」
と
記
入
。

履
歴
書
を
提
出
し
た
時
点
で

登
録
と
な
り
、
必
要
に
応
じ
て

電
話
で
ご
連
絡
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
保
育
管

理
課（
区
役
所
4
階
4
0
1
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
6
7

持ち込み食品等の放射性物質検査を行っています（要予約）。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
【申し込み・担当課】 消費生活センター（立石5－27－1ウィメンズパル内） �5698‐2316

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
平成28年（2016年）10月25日 No.1675


